2025年度　社会保障Ⅱ後期試験問題解説

＊この解説は、再試レポートの返却時のコメントをまとめたものです。
＊再試レポートを送ってくれた人には申し訳ありませんが、誤答の分析という意味で有用なのでご協力に感謝します。


問題１　
1 2020年から2045年にかけて年少人口割合は上昇する。（間違い）
2020年から2045年にかけて年少人口割合は減少する。（正解）
２　2020年から2045年にかけて高齢化率は低下する。（間違い）
　　2020年から2045年にかけて高齢化率は上昇する。（正解）
　＊高齢者（65歳以上）の数は当面増加するが、もうすぐ減少し始める。高齢化率は
3 OK 2020年から2045年にかけて15～64歳人口は減少する。（正解） 
４　65歳人口は、2045年には6000万人を超えている。（間違い）
　　65歳人口は、2045年には4000万人を超えている。（正解）
５　2020年から2045年にかけて、総人口は半分以上減少する。（間違い）
　　2020年から2045年にかけて、総人口は約1億人と推定されている。（正解）

この問題は合ってましたね。この手の人口の問題は、しばらく出ないと思いますが、2007年ぐらいには新しい将来推計人口が出るので、国試直前に最新の推計結果をチェックして下さい。この種の人口や結婚、世帯数に関する問題は、自分自身や身の回りのことを考えて、正しいと思うものを選べば当たります。


問題２	Comment by 俊彦 原: ここは,1を正解にしてましたね。産前産後休暇や育児休業期間は、女性だけですが、年金の納付は必要なく、その期間は支払期間に算入されます。女性だけの特権なので覚えておきましょう！
１　国民年金保険料の納付は「産前産後期間」の間も必要とされている。（間違い）
　　国民年金保険料の納付は「産前産後期間」の間も必要とされていない。（正解）
２　出産一時金は、正常分娩のみの場合支給される。（間違い）	Comment by 俊彦 原: 今のところ、正常分娩の場合は健康保険は使えないので、出産一時金が分娩費用の代わりになりますが、帝王切開等の場合は、健康保険が適用され、さらに出産一時金も貰えるおお得な仕組みになっています。
ただ。今、正常分娩の場合も健康保険が使えるようにする方向で、制度改正が検討されています。
　　出産一時金は、分娩方法にかかわらず、一定の条件を満たせば支給される。（正解）
３　育児休業給付金は、最長で子が4歳に達するまで支給される。（間違い）
　　育児休業給付金は、最長で子が2歳に達するまで支給される。（正解）
４　児童手当の費用は、国が三分の一、地方自治体三分の二を負担する。（間違い）
　　児童手当の費用は、国が三分の二、地方自治体三分の一を負担する。（正解）	Comment by 俊彦 原: この割合は、2026年度から、さらに変わるので、
国試直前、確認して下さい。
５　OK児童扶養手当の月額は、第一子の額よりも、第二子以降の加算額のほうが低い。（正解）

問題３
１　Aさんは厚生年金保険の被保険者である。（間違い）	Comment by 俊彦 原: この1番を正解にしてましたね。
基本的に、20歳から60歳未満の人でサラリーマンやお役人、学校の先生など、いわゆるどこかにお務めしている人＝厚生年金（ただし厚生年金加入者の配偶者で被扶養者＝専業主婦・主夫も含む）。それ以外のはすべて国民年金と覚えましょう。
　　フリーランスは会社員・公務員が加入する厚生年金保険ではなく、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金保険へ加入する。（正解）	Comment by 俊彦 原: フリーランスかどうかは、雇用保険に入っているかどうで決まりますが、公務員は雇用保険の適用外なので、ややこしいですね。個人事業主や学生などで20歳以上60歳未満の人は、国民年金保険に加入しなければなりません。君たちも20歳すぎたら。＊異払いは親でも問題なし。生活保護を受けれていれば、その期間は支払義務はないけど、その分、加入期間が短くなり、将来、年金受給額が減額される。ややこしいですね。この手のことは、国試前に、過去問をやりながらチェックして下さい。
２　Aさんは介護保険の第一号被保険者である。（間違い）
　　介護保険の第一号は65歳以上、第二号は40歳以上64歳以下のため、23歳のAさんは加入していない。（正解）
３　Aさんは雇用保険の被保険者である。（間違い）
　　雇用保険は、会社に雇われている労働者のための制度である。よってフリーランスのAさんは該当しない。（正解）
４　OKBさんは国民健康保険の被保険者（被扶養者）である。（正解）
　　Aさんは国民健康保険（組合健保、協会けんぽ、共済組合に該当しないため）に加入している。Aさんの配偶者であるBさん（無職）は国民健康保険の被扶養者である。	Comment by 俊彦 原: 国民年金には被扶養者というものがないが、国民健康保険の方はある。
５　Bさんは国民年金の第一号被保険者である。（間違い）
　　国民年金の第一号は、20歳以上60歳未満が対象のため、18歳であるBさんは該当しない。（正解）

問題４	Comment by 俊彦 原: 最初っから正解でした！
１OK　第二次世界大戦後間もなく、児童福祉法、身体障害福祉法、生活保護法が制定され、福祉三法の体制が確立した。（正解）
２　「国民健康保険法」の制定により、1975年に国民皆保険が実現した。（間違い）
　　「国民健康保険法」の制定により、1958年に国民皆保険が実現した。（正解）
３　ひとり親世帯を対象とする手当の支給のために、1971年に児童扶養手当法が制定された。（間違い）
　　ひとり親世帯ではなく、子ども3人以上の世帯を対象とする手当の支給のために、1971年に児童扶養手当法が制定された。（正解）
４　1992年の介護保険法の制定により、介護保険制度の導入・運営が始まった。（間違い）
　　1992年ではなく、2000年に介護保険法は制定され、介護保険制度の導入・運営が始まった。（正解）
５　2000年度から、新しい社会保険制度として、後期高齢者医療制度が導入された。（間違い）
　　4で記載したように、新しい社会保険制度として、2000年度から介護保険法が施行された。（正解）

問題５	Comment by 俊彦 原: ここも最初から２で正解！
１　2021年度の社会保障給付費の総額は、200兆を超過している。（間違い）
　　2021年度の社会保障給付費の総額は、200兆ではなく、140兆円である。（正解）
２　OK2021年度の部門別（「医療」、「年金」、「福祉その他」）の社会保障給付費のうち、「年金」の割合は4割を超過している。（正解）
　　割合は、「医療」35％、「年金」45％、「福祉その他」25％である。年金は45％なので、4割を超過している。
３　2021年度の政策分野別社会支出の割合が最も大きいのは「高齢」である。（間違い）
　　2021年度の政策分野別社会支出の割合が最も大きいのは「保健」で、42.2％を占めている。（正解）
４　2021年度の社会保障財源における社会保険料の割合は、公費負担の割合よりも小さい。（間違い）
　　2021年度の社会保障財源における社会保険料の割合は、社会保険料46.2％、公費負担40.4％である。よって、社会保険料の割合は、公費負担の割合よりも大きい。（正解）
５　2020年度の日本の社会支出は、対国内総生産比でみると、OECD加盟国の中で最も小さい。（間違い）
　　2020年度の社会支出を対国内総生産比でみるとOECD加盟国の中で1番はフランス、日本は真ん中より低い。（正解）

問題6	Comment by 俊彦 原: ここも最初から１が正解
１　OK基礎年金の給付費の二分の一を負担する。（正解）
２　年金生活者支援給付費の費用の四分の三を負担する。（間違い）
　　年金生活者支援給付費の費用の全額を負担する。（正解）
３　介護保険の給付費の三分の一を負担する。（間違い）
　　介護保険の給付費は、公費が二分の一、国は四分の一を負担する。（正解）
４　児童扶養手当の費用の三分の二を負担する。（間違い）
　　児童扶養手当の費用の三分の一を負担する。（正解）
５　生活保護費の四分の一を負担する。（間違い）
　　生活保護費の四分の三を負担する。（正解）

問題７	Comment by 俊彦 原: ここは１で間違っていた。　国民年金という表現には、狭い意味＝厚生年金以外の人が加入する国民年金、広い意味＝厚生年金も含めた、日本の国民年金（制度）。で、後の方では第一号被保険者（国民年金）、第ニ号被保険者（厚生年金）、、第三号被保険者（厚生年金加入者の配偶者で被扶養者）。ややこしいが覚えるしかない！
１　新たに、国民年金の第一号被保険者になる。（間違い）
　　健康保険の被保険者＝厚生年金保険の被保険者となった。国民年金の第一号者に該当するのは、自営業者や無職学生などである。厚生年金の被保険者は、第二号被保険者に該当するので、Ａさんは、新たに国民年金の第二号被保険者になる。（正解）
２　児童扶養手当の支給額が減額される。（間違い）
　　児童扶養手当は、保険の種類によってではなく所得に応じて支給額が決まる制度である。そのため、支給額が減額されることはない。（正解）
３　新たに、労働災害補償保険が適用される。（間違い）
　　労働者災害補償保険は、労働者であればすべての人（正社員・パート・アルバイト）に適用される制度である。Aさんは、アルバイトとして働いているため、すでに適用されている。（正解）
４　新たに、介護保険の第一号被保険者となる。（間違い）
　　介護保険の第一号被保険者は、65歳以上であり、Aさんは該当しない。Aさんは47歳なので、40歳以上65歳未満が対象である第二号被保険者となる。（正解）
５　健康保険の保険料をAさんが二分の一、事業主が二分の一を負担することになる。（正解）
問題8	Comment by 俊彦 原: ここは２を正解にしてましたね。
１　老齢基礎年金は、受給権者が請求の手続きを取らなくても、支給開始年齢に達すれば自動的に支給が開始される。（間違い）
　　日本の年金制度は申請主義を採用している。つまり、老齢基礎年金は、受給者が申請手続きをする必要がある。（正解）
２　老齢基礎年金を受給しながら就労する場合、収入によっては老齢基礎年金の一部または全額の支給が停止される場合がある。（間違い）
　　働き収入があっても老齢基礎年金の支給は、減額や停止されることはない。在職中の収入により支給停止されるのは老齢厚生年金である。（正解）
３　老齢基礎年金は、繰上げ受給または繰り下げ受給を選択できるが、いずれを選択しても受給額は減額される。（間違い）
　　老齢基礎年金の繰り上げ受給は受給額が減額され、繰り下げ受給は受給額が増額される。（正解）
４　OK老齢基礎年金と障害基礎年金の両方を受給することはできない。（正解）
　　日本の公的年金制度は、一人一年金の原則がある。そのため、老齢基礎年金と障害基礎年金の両方を受給することはできない。
５　国民年金には、第二号被保険者を対象とする独自の給付として、付加年金がある。（間違い）
　　付加年金は第一号被保険者のみ対象となる。そのため第二号被保険者は付加年金はない。（正解）	Comment by 俊彦 原: 第２号被保険者（厚生年金）には、、報酬比例部分（２階）があるが、第１号被保険者（国民年金）には老齢基礎年金（１階）しかないので、これをおぎなう付加年金（２階）が設けられている。ただし、付加年金を貰うには、追加の拠出が必要。

問題９　	Comment by 俊彦 原: 最初から４で正解
１　離婚前は、BさんはBさん自身の厚生年金保険料を支払い、これとは別にAさんは自分の国民年金保険料を納付していた。（間違い）
　　Aさんは離婚以前国民年金の第三号被保険者及び健康保険の被扶養者であった。第三号被保険者は国民年金保険料を自分で納付する必要はない。そのため、離婚前は、BさんはBさん自身の厚生年金保険料を支払い、Aさんは第三号被保険者として国民年金保険料を自己負担することなく加入していた。（正解）
２　Aさんは、離婚後もBさんの健康保険の被扶養者として健康保険を任意継続被保険者となることができる。（間違い）
　　健康保険の被扶養者は、配偶者である必要がある。離婚したので配偶者ではなくなる。また、任意継続被保険者になることができるのは、退職した本人である。そのため、Aさんは、自分で健康保険に加入するか、就職をして健康保険に加入する必要がある。（正解）
３　Aさんは、離婚の前後を通じて、介護保険料を市町村から直接徴収されている。（間違い）
　　離婚前は、Bさんの健康保険料に上乗せする形で徴収されている。よって、　離婚前は、Bさんの健康保険料に上乗せする形で徴収されており、離婚後は国民健康保険に加入すれば市町村が徴収することになる。（正解）
４　OK　Bさんは、自分の支給開始年齢になれば分割した年金記録に基づく老齢厚生年金を受け取ることができる。（正解）
５　Aさんは、離婚後自分で国民年金保険料を支払う必要はない。（間違い）
　　離婚後、第三号被保険者の資格を失効するため、国民年金保険料を自分で納付する必要がある。（正解）

問題10	Comment by 俊彦 原: ４を正解にしてましたね。
１　OKフランスの年金制度は、世代間の連帯を基本とした賦課方式であり、非常に手厚い給付水準を保っているが職種や加入期間に応じた複雑な制度体制となっている。（正解）	Comment by 俊彦 原: フランスは、社会保障（特に年金）が手厚い
国でスウエーデンより、社会保障支出が多い。
２　ドイツの公的医療保険制度は、全国民共通の一元的な所得比例方式となっている。（間違い）
　　ドイツの公的医療保険は、職域や所得区分によって加入先が分かれる。そのため、ドイツの公的医療保険制度は社会保険方式で分立型の所得比例方式になっている。（正解）
３　スウェーデンの公的年金制度は、完全賦課方式に税による最低保障を採用している。（間違い）
　　スウェーデンの公的年金制度は、賦課方式と積立方式を組み合わせた（NDC）と税による最低保障を採用している。（正解）
４　イギリスの医療保険は租税を主財源とする医療サービスで所得に応じた公的医療を保障している。（間違い）
　　イギリスの医療保険は租税を主財源とする医療サービスで全国民に原則無料で公的医療を保障している。（正解）
５　アメリカのオバマケアは、「国民皆保険」を目指した制度で実質的には国民皆保険を実現している。（間違い）
　　アメリカのオバマケアは、「国民皆保険」を目指した制度ではあるが、国民皆保険の実現には至っていない。（正解）
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